
事業者を狙った詐欺の新たな手口

犯人A
（病院、福祉施設等をかたる）

建物の改修工事の見積をお願い。

わかりました。

消毒液が至急必要だけど、普段購入し
ている業者が使えず困っている。
手数料を多く払うから代理購入してよ。
ただし、指定する販売店を使ってね。

犯人Ｂ
（消毒液販売店等をかたる）

詐欺ポイント①
実在する事業所名をかたり、まず仕事に
関するやり取りで信用させます。

代金は先払いでお願いします。

詐欺ポイント②
「消毒液が至急必要」などと言い、本来の業務外の物品の
代理購入を持ちかけます。

指定口座に入金

詐欺ポイント③
入金後、商品は届かず、相手とも連絡がとれなくなります。

・本来の業務外の物品の代理購入は要注意！
・「急ぎで必要」「高く買い取る」は要注意！
・購入代金の振込先が個人名義は要注意！
・可能な限り面前で、契約書などを取り交わしましょう。

被害防止のポイント
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